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上記事項につきましては、法令及び当社定款第 14条の規定に基づき、書面交付請求

をいただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載

を省略しております。  

  



会社の体制及び方針 
 

当社は、内部統制システムの適切な構築・運用が業務執行の公正性及び効率性を確保するのに重要な経営課題であ

るとの認識から、以下のとおり、内部統制システムの構築に関する基本方針を定めております。  
 

（１）業務の適正を確保するための体制の概要  

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制  

イ．コンプライアンス体制の基礎として、取締役、執行役員及び使用人が遵守すべき規範である「クレド」及び

「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」を定めて周知徹底し、高い倫理観に基づいて行動する企業

風土を醸成し、堅持する。  

ロ．コンプライアンス体制を実現、維持するために、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、

会社の全リスクの統括管理及びコンプライアンスに関する個別課題についての協議・決定を行う。  

ハ．リスクマネジメント・コンプライアンス委員会の活動は、四半期ごとに、又は必要に応じて開催し、必要に

応じて取締役会に報告する。  

ニ．反社会的勢力とは一切関係を持たないとともに、不当な要求に対しても妥協せず、警察や弁護士等と連携し

て、毅然とした態度で対処する。  

ホ．法令違反又はコンプライアンスの懸念事項を予防及び発見するための通報体制として、「公益通報者保護規

程」を運用し、通報窓口として公益通報対応業務従事者を設置する。  

ヘ．内部監査部門である内部監査室において、コンプライアンス遵守状況を監査するものとし、監査結果を代表

取締役に報告し協議する。  

 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制  

イ．株主総会、取締役会、その他重要な意思決定に係る情報は､「職務分掌規程」に定める主管部署が法令及び

「文書管理規程」等の社内規程に基づき、当該情報の性質（機密性・重要性）に応じて的確に所定の年数を

保存・管理する。  

ロ．当該主管部署は、取締役の閲覧請求に対して速やかに対応する。  

 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制  

イ．リスク管理体制の実現、徹底を図るために、四半期ごとに又は必要に応じてリスクマネジメント・コンプラ

イアンス委員会を開催するとともに、内部監査室を設置し、互いに連携して当社のリスクに対して継続的に

監視する他、予めリスクを想定、分類、評価して、リスク発生を予防するとともに、有事の際の迅速かつ適

切な情報伝達と緊急管理体制の整備を統括する。  

ロ．リスクマネジメント・コンプライアンス委員会及び内部監査室は、具体的な個別事案を含めて、リスク管理

体制の整備状況を検討し、定期的に又は必要に応じて取締役会に報告する。  

 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制  

イ．取締役会を月１回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。業務執行については、予め

定められた「職務権限規程」、「職務分掌規程」等により、それぞれの業務執行において必要となる権限を

付与して経営責任を明確化する。  

ロ．取締役、執行役員及び使用人が共有する目標を持ち、この目標達成に向けて各部門が実施すべき具体的目標

及び効率的な方法を各部門長が定め、その実施結果を迅速にデータ化して、各部門長と管理部門が分析した

結果を取締役会に報告する。それを受けて取締役会では、目標達成を阻害する要因を排除・低減化する方策

を決定し、各部門へ報告する体制によって効率化を図る。  

 

⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制  

イ．当社は、法令遵守体制、リスク管理体制、経営の透明性を確保し独立性を維持しつつ、グループ会社の内部

統制を構築する。  

ロ．当社は、子会社の自主的経営及び独立性を尊重しつつ、グループ会社として相互に協力し、ともに繁栄を図

るために必要な事項及び子会社に対する管理、指導を行う。  

 

  



⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に

関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項  

補助使用人を置く必要がある場合には、適正に人員を配置し、当該人員の監査等委員でない取締役からの独立

性及び指示の実効性を確保するため、監査等委員会の指示命令下で業務を行い、監査等委員でない取締役及び使

用人からの指揮命令は受けない。また、当該人員の人事異動及び人事評価等については監査等委員の意見を尊重

して行う。  

 

⑦ 監査等委員でない取締役及び使用人が監査等委員会へ報告するための体制  

監査等委員でない取締役は、次に定める事項を監査等委員会に報告する。  

イ．取締役会、経営会議で協議された事項  

ロ．当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項  

ハ．日々の経営状況として重要な事項  

ニ．内部監査及びリスク管理に関する重要な事項  

ホ．重大な法令・定款違反  

ヘ．内部通報の状況及び内容  

ト．コンプライアンス上重要な事項  

チ．取締役又は執行役員が決裁した稟議事項  

リ．取締役又は執行役員が決裁した契約事項  

ヌ．訴訟に関する事項  

 

使用人は、次に関する重大な事実を発見した場合は、監査等委員会に直接報告する。  

イ．当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項  

ロ．日々の経営状況として重要な事項  

ハ．内部監査及びリスク管理に関する重要な事項  

ニ．重大な法令・定款違反  

 

⑧ 監査等委員に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための

体制 

報告をした者に対して、これを理由とする不利益な取扱いを行うことを禁止することを「公益通報者保護規程」

に規定し、当社取締役及び使用人に周知徹底する。  

 

⑨ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる

費用又は債務の処理に係る方針に関する事項  

当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に

係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は

債務を処理する。  

 

⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制  

イ．監査等委員会に対して、監査等委員でない取締役及び使用人へのヒアリングを行う機会を与える。  

ロ．監査等委員会に対して、代表取締役との定期的な意見交換を行う機会を与える。  

ハ．監査等委員会に対して、会計監査人及び内部監査室との間で定期的な意見交換を行う機会を設ける。  

ニ．監査等委員会から内部監査室に対して、要望する事項の内部監査の実施とその報告を受ける。  

 
  



（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要  
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するた

めの体制の運用状況の概況は、以下のとおりであります。  
① 取締役会 

定時取締役会（毎月１回開催）においては、会社の経営に関わる重要事項及び重要規程の改廃等について付議

され、決議しております。取締役会においては、会社の経営に関わる重要事項の執行、状況について報告が行わ

れ、取締役会の決議、指示に適正に従っているかを確認するとともに、その報告を受けて目標達成を阻害する要

因を排除・低減化する方策を決定し、各部門へ指示して、経営の効率化を図っております。  
 

② リスクマネジメント・コンプライアンス体制  
リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を毎月開催し、当社の全リスクの統括管理及びコンプライアン

スに関する個別課題についての協議・決定を行っております。また、内部監査室と互いに連携して当社のリスク

を継続的に監視する他、リスク管理体制の整備状況については適宜取締役会に報告しております。  
 

③ 企業集団における業務の適正確保に関する取組みの状況  
当社は、「職務権限規程」に基づき、取締役会において報告及び決議を行い、グループ全体の業務の適正を確

保するようにつとめております。  
 

④ 内部監査の状況 
内部監査室は定期的に業務活動について法令や社内規程に基づき適切に行われているかを監査し、当社及び子

会社に対し、指導及び助言を行っております。また、内部監査室は監査等委員会及び会計監査人と定期的に意見

交換を行い、監査の効率的な実施と実効性の向上につとめております。  
 

⑤ 監査等委員会の状況 
当事業年度に開催された取締役会に出席し、業務執行取締役等の職務執行・職務内容の適正性を監査し、重要

な意思決定への決議を通じた監督機能を果たしております。また、原則として毎月監査等委員会を開催し、監査

等委員間の意見交換及び意思統一を図っております。また、必要に応じて取締役、会計監査人、内部監査室と定

期的に情報交換を行っております。  
  



連結株主資本等変動計算書 
 

 

（  2025  
2026  

年 
年 
４  
３  
月 
月 
１  
31  
日から  
日まで  ）  

（単位：千円）  

 

株主資本  

資本金  資本剰余金  利益剰余金  自己株式  株主資本合計  

当期首残高  544,652  519,511  5,856,049  △126  6,920,087  

当期変動額       

新株の発行  20,406  20,404  － － 40,811  

剰余金の配当  － － △409,232  － △409,232  

親会社株主に帰属する  
当期純利益  

－ － 1,369,167  － 1,369,167  

株主資本以外の項目の  
当期変動額（純額）  

－ － － － － 

当期変動額合計  20,406  20,404  959,935  － 1,000,746  

当期末残高  565,059  539,916  6,815,984  △126  7,920,833  

 
（注）  記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しています。  

 

 

（単位：千円）  

 

その他の包括利益累計額  

株式引受権  純資産合計  
その他有価証券  
評価差額金  

その他の包括  
利益累計額合計  

当期首残高  1,170  1,170  15,360  6,936,617  

当期変動額      

新株の発行  － － － 40,811  

剰余金の配当  － － － △409,232  

親会社株主に帰属する  
当期純利益  

－ － － 1,369,167  

株主資本以外の項目の  
当期変動額（純額）  

1,039  1,039  △3,455  △2,416  

当期変動額合計  1,039  1,039  △3,455  998,330  

当期末残高  2,209  2,209  11,904  7,934,947  

 
（注）  記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しています。  

  



連結注記表 
 

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記  
１．連結の範囲に関する事項  

連結子会社の数及び名称 
連結子会社の数   １社  
連結子会社の名称  株式会社ワークデザインテクノロジーズ  

 
２．会計方針に関する事項  
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法  

① 有価証券の評価基準及び評価方法 
ア．市場価格のない株式等以外のもの  

時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）  
イ．市場価格のない株式等  

移動平均法による原価法  
ウ．投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみな

されるもの）  

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。  

 
② 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

仕掛品 
個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）  

 
（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法  

① 有形固定資産（リース資産を除く）  
定率法によっております。ただし、 1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに 2016年

４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。  
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。  
建物及び構築物    ８～ 50年 
工具、器具及び備品   ３～ 15年 

 
② 無形固定資産（リース資産を除く）  

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用しております。  
 

③ リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法  
 

④ 長期前払費用 
均等償却によっております。なお、主な償却期間は５年であります。  
 

（３）重要な引当金の計上基準  
① 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上して

おります。  
 

② 役員賞与引当金 
役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上してお

ります。  
 

  



（４）重要な収益及び費用の計上基準  
① オフィス設計・施工  

当社グループは、主にオフィスの設計・施工を行っております。これらのうち工事契約については、履行義務

を充足する進捗に合わせ一定の期間にわたり収益を認識しております。  
また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主として発生原価に基づくインプット法によっており

ます。なお、当社グループの工事契約のほとんどは、取引開始から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点

までの期間がごく短い場合に該当すると見込まれており、その場合は一定の期間にわたり収益を認識するのでは

なく、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。  
その他、工事契約以外のオフィス家具や什器等の販売については、顧客による検収が完了した時点をもって収

益を認識しております。  
取引の対価は、主に契約締結時又は履行義務充足時に支払いを要求しており、支払要求時点から概ね１か月以

内に回収していることから重要な金融要素は含んでおりません。  
 

② 不動産賃貸 
当社グループは、自社で運営している「 The Place 」においてオフィススペースの賃貸を行っており、オフィス

スペースの賃貸取引については、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13号）に従っております。  
 
会計方針の変更に関する注記  
該当事項はありません。  

 

表示方針の変更に関する注記  
連結損益計算書 

前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「賃貸費用」は、金額的重要性が増したため、

当連結会計年度より独立掲記することとしております。  

なお、前連結会計年度の「賃貸費用」は 274千円であります。  

 

会計上の見積りに関する注記  
該当事項はありません。  

 
連結貸借対照表に関する注記  
 有形固定資産の減価償却累計額 411,712  千円 

 
  



連結株主資本等変動計算書に関する注記  
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項  

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株）  8,351,800  83,250  － 8,435,050  

（変動事由の概要）  

普通株式の株式数の増加の内訳は、次のとおりであります。  

新株予約権の行使による新株式の発行による増加           68,250 株 

事後交付型譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加    15,000 株 

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項  

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株）  123  － － 123  

 
３．配当に関する事項  
（１）配当金支払額  

決  議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円）  

１株当たり  
配当額（円）  

基準日 効力発生日 

2025年６月 26日 
定時株主総会 

普通株式 409,232  49.00  
2025年 
３月 31日 

2025年 
６月 27日 

 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの  
2026年６月 25日開催予定の定時株主総会において、普通株式の配当に関する事項を次のとおり付議いたします。  

決議予定 株式の種類 
配当金の総額 
（千円）  

配当の原資 
１株当たり  
配当額（円）  

基準日 効力発生日 

2026年６月 25日 
定時株主総会 

普通株式 413,311  利益剰余金 49.00  
2026年 
３月 31日 

2026年 
６月 26日 

 
４．当連結会計年度の末日における株式引受権に係る当該株式会社の株式の数  

普通株式 13,000 株 
 

５．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く｡）の目的となる株式の種類及び

数 
普通株式 13,500 株 

  



金融商品に関する注記  
１．金融商品の状況に関する事項  
（１）金融商品に対する取組方針  

当社グループは、事業運営の基盤となる運転資金の資金調達については、自己資金による充当を基本としており

ますが、新規事業計画及びこれに付帯する不動産購入、設備投資計画に基づく中長期の資金需要が生じた場合には、

銀行借入により必要資金を調達しております。また、資金運用については、短期的な預金等によっております。な

お、デリバティブを含む投機的な取引は行わない方針であります。  
 
（２）金融商品の内容及びそのリスク  

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクに関しては、不測の損害が生じ

ないようにするため、与信管理規程に従い、担当部署が顧客の状況を定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化

等による回収懸念の早期把握、また、各営業担当者が支払条件や取引相手の信用状況に応じて期日及び残高等を適

切に管理することで、リスクの軽減を図っております。なお、ほとんどが１年以内の短期間で決済されております。  
投資有価証券は、投資事業組合への出資金であり、信用リスクに晒されておりますが、定期的に発行体及び投資

事業組合の財務状況等を把握しております。  
敷金及び保証金は、主に当社の各拠点事務所の賃貸借契約にあたり差し入れた敷金及び保証金であり、差入先の

信用リスクに晒されておりますが、差入先の信用状況を定期的に把握することを通じて、リスクの軽減を図ってお

ります。  
営業債務である買掛金及びその他金銭債務である未払金は、その全てが１年以内に支払期日が到来するものであ

ります。  
これらの営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループは、月次で資金繰り計画を作成すると

ともに、適正な手元流動性を維持することにより管理しております。  
 

（３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明  
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当

該価額が変動することもあります。  
 

２．金融商品の時価等に関する事項  
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。  
 

 
連結貸借対照表計上額 

（千円）  
時  価 
（千円）  

差  額 
（千円）  

敷金及び保証金 356,775  339,337  △17,437  

資産計 356,775  339,337  △17,437  
 
（注）  １．  「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」については、現金であること、及び短期間で決済される

ため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。  
 
（注）  ２．  市場価格のない株式等は上表には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおり

であります。なお、連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資
は、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31号 2021年６月 17日）第 24-
16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。  

 
区分 連結貸借対照表計上額（千円）  

投資事業組合への出資 411,431  

 
（注）  ３．  金銭債権の決算日後の償還予定額 

 

科目 
１年以内  
（千円）  

１年超５年以内  
（千円）  

５年超 10年以内 
（千円）  

10年超 
（千円）  

現金及び預金 6,754,424  － － － 

売掛金 1,769,836  － － － 

敷金及び保証金（※）  11,743  344,083  － 947  

合計 8,536,004  344,083  － 947  
 
（※）  差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる部分の金額（資産除去債務の未償却残高）を控除しており

ます。  

 
  



３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項  
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類し

ております。  
 
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価  
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価  
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価  
 
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。  
 

（１）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品  
該当事項はありません。  

 
（２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品  

区分 
時価（千円）  

レベル１  レベル２  レベル３  合計 

敷金及び保証金 － 339,337  － 339,337  

資産計 － 339,337  － 339,337  
 
（注）  時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明  
 敷金及び保証金 

敷金に係る部分の時価は、差入先ごとに返還予定時期を見積り、その将来キャッシュ・フローと、返還予定時期
までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類し
ております。  

 
賃貸等不動産に関する注記  
１．賃貸等不動産の状況に関する事項  

当社グループでは、大阪府その他の地域において、賃貸用のオフィスビル等（土地を含む）を有しております。  
当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損失は 60,823 千円（賃貸収益及び賃貸費用は、それぞれ売

上高及び売上原価に計上）であります。  
 
２．賃貸等不動産の時価に関する事項  

賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに決算日における時価及び時価の

算定方法については、下記のとおりであります。  
（単位：千円）  

連結貸借対照表計上額 

期首残高 1,794,282  

期中増減額 77,788  

期末残高 1,872,071  

連結決算日における期末時価  2,283,319  
 
（注）  １．  貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。  

 ２．  期中増減額のうち、主な増加額は、「 The Place 新橋」の開設費用 117,094 千円であり、減少額は減価償却
費39,306 千円であります。  

 ３．  期末の時価は、土地については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づきますが、一定の評価額
や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合は直近の不動産鑑定評
価を行った時から当該評価額や指標を用いて調整した金額をもって時価とみなし、建物等の償却性資産につ
いては適正な帳簿価額をもって時価とみなしております。  

 

  



収益認識に関する注記  
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報  

 （単位：千円）  

 ブランディング事業  
データソリューショ
ン・プレイスソリュ
ーション事業  

合計 

関東 9,980,950  272,689  10,253,640  

関西 3,752,937  17,028  3,769,965  

中部 1,729,488  138,020  1,867,508  

その他 424,368  － 424,368  

顧客との契約から生じる収益  15,887,745  427,737  16,315,483  

その他の収益 － 174,133  174,133  

外部顧客への売上高 15,887,745  601,871  16,489,616  

 
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報  

収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記  ２．

会計方針に関する事項（４）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。  
 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末

において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報  
（１）顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等  

 （単位：千円）  

 当連結会計年度 

顧客との契約から生じた債権（期首残高）   

売掛金 1,163,294  

顧客との契約から生じた債権（期末残高）   

売掛金 1,768,970  

契約負債（期首残高）   

前受金 370,452  

契約負債（期末残高）   

前受金 1,288,583  

契約負債は、主に工事契約に基づいて顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の

認識に伴い取り崩されます。  
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は 370,452 千円でありま

す。  
 
（２）残存履行義務に配分した取引価格  

当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想され

る契約期間が１年以内の契約について残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。なお、顧客との契約

から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。  
 
１株当たり情報に関する注記  
１．  １株当たり純資産額  939円31銭 
２．  １株当たり当期純利益  163円39銭 

 
  
  



株主資本等変動計算書  
 

 

（  2025  
2026  

年 
年 
４  
３  
月 
月 
１  
31  
日から  
日まで  ）  

（単位：千円）  

 

株主資本  

資本金  

資本剰余金  利益剰余金  

資本準備金  
資本剰余金
合計  

利益準備金  

その他利益
剰余金  利益剰余金  

合計  繰越利益剰
余金  

当期首残高  544,652  519,511  519,511  6,250  5,846,975  5,853,225  

当期変動額        

新株の発行  20,406  20,404  20,404  － － － 

剰余金の配当  － － － － △409,232  △409,232  

当期純利益  － － － － 1,340,629  1,340,629  

株主資本以外の項目の  
当期変動額（純額）  

－ － － － － － 

当期変動額合計  20,406  20,404  20,404  － 931,397  931,397  

当期末残高  565,059  539,916  539,916  6,250  6,778,372  6,784,623  

 
（注）  記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しています。  

 

（単位：千円）  

 

株主資本  評価・換算差額等  

株式引受権  純資産合計  

自己株式  株主資本合計 
その他有価
証券  
評価差額金  

評価・換算  
差額等合計  

当期首残高  △126  6,917,263  1,170  1,170  15,360  6,933,793  

当期変動額        

新株の発行  － 40,811  － － － 40,811  

剰余金の配当  － △409,232  － － － △409,232  

当期純利益  － 1,340,629  － － － 1,340,629  

株主資本以外の項目の  
当期変動額（純額）  

－ － 1,039  1,039  △3,455  △2,416  

当期変動額合計  － 972,208  1,039  1,039  △3,455  969,792  

当期末残高  △126  7,889,472  2,209  2,209  11,904  7,903,585  

 
（注）  記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しています。  

 

  



個別注記表 
 

重要な会計方針に係る事項に関する注記  

１．資産の評価基準及び評価方法  
（１）有価証券の評価基準及び評価方法  

① 関係会社株式 
移動平均法による原価法  
 

② その他有価証券 
ア．市場価格のない株式等以外のもの  

時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）  

イ．市場価格のない株式等  

移動平均法による原価法  

ウ．投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみな

されるもの）  

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。  

 

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法  
仕掛品 
個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）  

 
２．固定資産の減価償却の方法  
（１）有形固定資産（リース資産を除く）  

定率法によっております。ただし、 1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに 2016年４

月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。  
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。  
建物         ８～ 50年 
構築物        10～20年 
工具、器具及び備品   ３～ 15年 

 
（２）無形固定資産（リース資産を除く）  

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しております。  
 
（３）リース資産  

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法  

 
（４）長期前払費用  

均等償却によっております。なお、主な償却期間は５年であります。  
 
３．引当金の計上基準  
（１）賞与引当金  

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しておりま

す。  
 

（２）役員賞与引当金  
役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。  
 

  



４．重要な収益及び費用の計上基準  
（１）オフィス設計・施工  

当社は、主にオフィスの設計・施工を行っております。これらのうち工事契約については、履行義務を充足する

進捗に合わせ一定の期間にわたり収益を認識しております。  
また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主として発生原価に基づくインプット法によっておりま

す。なお、当社の工事契約のほとんどは、取引開始から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間が

ごく短い場合に該当すると見込まれており、その場合は一定の期間にわたり収益を認識するのではなく、完全に履

行義務を充足した時点で収益を認識しております。  
その他、工事契約以外のオフィス家具や什器等の販売については、顧客による検収が完了した時点をもって収益

を認識しております。  
取引の対価は、主に契約締結時又は履行義務充足時に支払いを要求しており、支払要求時点から概ね１か月以内

に回収していることから重要な金融要素は含んでおりません。  
 

（２）不動産賃貸  
当社は、自社で運営している「 The Place 」においてオフィススペースの賃貸を行っており、オフィススペースの

賃貸取引については、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13号）に従っております。  
 

会計方針の変更に関する注記  

該当事項はありません。  

 

表示方針の変更に関する注記  

損益計算書 

前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「賃貸費用」は、金額的重要性が増したため、当事

業年度より独立掲記することとしております。  

なお、前事業年度の「賃貸費用」は 274千円であります。  

 

会計上の見積りに関する注記  

該当事項はありません。  

 

貸借対照表に関する注記  

１．  有形固定資産の減価償却累計額 412,564  千円 
 
２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務  
 短期金銭債権 12,170  千円 
 短期金銭債務 45,054  千円 
 

損益計算書に関する注記  

関係会社との取引高  
 営業取引（支出分）  256,308  千円 
 営業取引以外の取引（収入分）  6,951  千円 
 

株主資本等変動計算書に関する注記  

自己株式の種類及び株式数に関する事項  

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株）  123  － － 123  

 

  



税効果会計に関する注記  

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳  

繰延税金資産   
未払事業税 15,731  千円 
未払事業所税 1,983   〃 
賞与引当金 13,656   〃 
未払費用 109,664   〃 
一括償却資産 5,684   〃 
保証金 1,844   〃 
資産除去債務 92,787   〃 
その他 2,250   〃 
繰延税金資産小計 243,604  千円 
評価性引当額 －  〃 

繰延税金資産合計 243,604  千円 
繰延税金負債   
資産除去債務に対応する除去費用  △55,454  千円 
その他有価証券評価差額金 △1,016   〃 

繰延税金負債合計 △56,471  千円 
繰延税金資産の純額 187,133  千円 

 

関連当事者との取引に関する注記  

該当事項はありません。  
 

収益認識に関する注記  

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表  収益認識に関する注記」に記載さ

れている内容と同一のため、記載を省略しております。  
 

１株当たり情報に関する注記  
１．  １株当たり純資産額  935円60銭 
２．  １株当たり当期純利益  159円98銭 
 
 


